理事会の運営に関する規程

　(目的)
第１条　この規程は、社会福祉法人全国盲ろう者協会(以下「この法人」という。)定款第２３条第１項の規定に基づく理事会の公正かつ適正な運営を図るため、その運営に関する事項を定めることを目的とする。

　(理事会の開催)
第２条　理事会は、毎会計年度に５月及び３月の年２回開催する。
２　前項の規定によるほか、理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
　(１)　理事長が必要と認めたとき。
[bookmark: _Hlk77684999]　(２)　理事長以外の理事から理事長に、会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき。この場合において、当該請求があった日から５日以内に、その日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられないときは、当該請求をした理事が招集をすることができる。
　(３)　社会福祉法第４５条の１８第３項で準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１０１条第２項に基づき、監事から理事長に招集の請求があったとき。この場合において、当該請求があった日から５日以内に、その日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられないときは、当該請求をした監事が招集をすることができる。

　(招集の手続き)
第３条　理事会を招集する場合は、理事会の日の１週間前までに、次の各号を定め、理事及び監事に通知しなければならない。
　(１)　理事会の日時及び場所
　(２)　理事会の目的である事項
２　前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意がある場合は、前項に定める手続きによることなく、理事会を招集することができる。

　(理事会の決議事項)
第４条　理事会の決議事項は、次のとおりとする。
　(１)　法人の業務に関わる重要事項
　(２)　評議員会の招集（日時及び場所並びに目的である事項の決定を含む。）
　(３)　定款の施行についての細則の決定
　(４)　従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
　(５)　内部管理体制の整備
　(６)　競業及び利益相反取引の制限
　(７)　法人運営に関する臨機の措置
　(８)　理事長及び常務理事の選定及び解職
　(９)　事務局長の選任及び解任
　(１０)　重要な財産の処分及び譲受
　(１１)　多額の借財
　(１２)　事業計画及び収支予算の承認
　(１３)　事業報告及び決算(計算書類)の承認
　(１４)　基本財産の処分
　(１５)　資産の管理
　(１６)　会計処理の基準の決定
　(１７)　基本的な規程の制定及び改廃
　(１８)　その他理事会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

　(理事による競業及び利益相反取引の制限)
第５条　理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
　(１)　理事が自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき
　(２)　理事が自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき
　(３)　理事がこの法人に債務の保証を受けようとするとき
　(４)　第１号に掲げるもののほか、理事が第三者との間でこの法人の利益と相反する取引をしようとするとき
２　理事が前項に規定する承認を得ようとするときは、理事会に次の事項を明示しなければならない。
　(１)　取引をする理由
　(２)　取引の内容
　(３)　取引の相手方、金額、時期、場所
　(４)　取引が正当であることを示す資料
　(５)　その他必要事項
３　前項各号に掲げる事項を変更する場合には、当該取引に先立って理事会の承認を得なければならない。

　(競業及び利益相反取引の報告)
第６条　理事が前条第１項の取引をしたときは、その事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
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